


表紙写真説明

「とーちゃん！ミラーこっち向けて！」
撮　影　日　2025年 10月吉日　広報部　理事 長野照平会員 による撮影
説　　　明　わが事務所の機械マンなのですがミラーがきちんと正対していないと怒られます。
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　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、ご家族とともに
輝かしい新春をお迎えのことと、心よりお慶び
申し上げます。また、平素より本会会務運営に
対し、深いご理解と多大なるご協力を賜っており
ますことに、厚く御礼申し上げます。

新執行部の発足と制度改正の荒波
　昨年は、役員改選の時期となり新たな執行部
体制となりました。日々膨大な会務運営に追わ
れ、瞬く間に年の瀬、そして新年を迎えることと
なりました。また新たな１年の始まりです。新
執行部として「国民から真に信頼される土地家屋
調査士会」を目標に会務運営に臨んでまいります。
　私たちが職責を果たす上で、現在直面している
のは、法律制度の大きな変革です。中でも、不動
産登記法と土地家屋調査士法の改正は、私たちの
業務を根底から見直す機会を与えてくれました。
　特に、令和６年４月１日から施行された相続
登記の申請義務化は、所有者不明土地問題の
解消という、喫緊の社会課題に対応するための
歴史的な一歩です。この義務化は、登記された
土地の約 24％が「所有者不明地」または「所有
者不明となる恐れのある土地」と推計される
現状を改善し、災害復旧や地域開発を円滑に
進めるための、国家的な要請と言えます。

土地家屋調査士の役割深化：二大法制度への貢献
　私たちは、改正土地家屋調査士法第１条に明記
されたとおり、「不動産の表示に関する登記及び
土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、
国民生活の安定と向上に資すること」を使命と
しています。新制度下における私たちの役割は、
これまで以上に重要かつ広範囲にわたります。

１．相続登記義務化への直接的な貢献
　相続登記義務化の円滑な運用のためには、その
前提となる不動産の物理的現況を示す「表示の
登記」の正確な整備が不可欠です。未登記建物
の表題登記、地積測量図を伴う地積更正登記、
あるいは建物の滅失登記など、権利の明確化の
土台となる部分を担うのが私たちです。私たち

は、国民が義務を適正に履行できるよう、積極的
に情報提供と専門的サービスを提供していく必要
があります。

２．相続土地国庫帰属制度への対応
　また、義務化と並ぶ重要施策が相続土地国庫
帰属制度です。これは、相続した不要な土地を
国庫に帰属させる制度であり、その手続きの
過程では、土地の境界確認、測量、現況調査が
必須となります。土地の専門家である私たちの
高度な測量・調査技術こそが、この制度の適正
な運用を支える鍵となります。

多職種連携による複雑な課題の解決
　所有者不明土地問題や国庫帰属制度への対応
は、一士業だけで解決できる課題ではありませ
ん。土地の調査・測量だけでなく、法律的な権利
の調整、紛争解決、そして土地の利活用に至る
まで、多様な専門性が求められます。
　このため、新執行部では、福岡県専門職団体
連絡協議会を通じた連携を活動の重点としてい
ます。福岡県弁護士会、福岡県司法書士会、福岡
県宅地建物取引業協会、福岡県行政書士会などの
関係団体と密接に協力し、それぞれの専門性を
持ち寄ることで、複雑化する社会の要請にワン
ストップで対応できる体制を構築してまいります。

未来に向けた取り組み
　新執行部は、この変革期を乗り越え、より強靭
で社会貢献度の高い組織となるべく、最新技術
を活用した DX（デジタルトランスフォーメー
ション）の推進、そして会員の皆様の知識と技能
を最新の状態に保つための質の高い継続研修に
注力いたします。
　本年を「連携と専門性の強化を礎に、使命を
果たす年」と定め、会員の皆様の叡智を結集し、
県民の皆様の信頼に足る専門家集団として、全力
を尽くすことをお誓い申し上げます。
　結びに、会員の皆様のご健勝とご多幸、そして
福岡県土地家屋調査士会のさらなる発展を心より
ご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。
　本年も、何卒よろしくお願い申し上げます。

FUKUOKA

新 年 の ご 挨 拶

会　長　村　山　隆　德
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　新年明けましておめでとうございます。
　福岡県土地家屋調査士会会員の皆様におかれ
ましては、つつがなく新年を迎えられたことと
心からお慶び申し上げます。また、貴会及び
会員の皆様には、平素から不動産の表示に関する
登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門
家として、不動産登記制度の充実・発展と登記
行政の円滑な運営に格別の御理解と御協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。　
　さて、御承知のとおり、所有者不明土地問題
につきましては、公共事業や不動産取引等の妨げ
になっているとして、その解消がいわゆる「骨太
の方針」等の政府方針に掲げられ、政府全体で
取り組むべき課題とされています。
　このような中で、令和元年度にスタートした、
いわゆる表題部所有者不明土地適正化法に基づく
「表題部所有者不明土地の解消事業」では、日常
の業務を通じて多くの事例に接しておられる会員
の皆様に、土地所有者の探索のため必要な調査
等を行う所有者等探索委員として御活躍いただ
いております。
　また、令和６年４月には、所有者不明土地
問題の解決を図ることを目的とした相続登記の
義務化がスタートしました。さらに、本年２月
からは所有する不動産を一括して把握すること
ができる「所有不動産記録証明制度」が開始され、
４月からは所有権登記名義人の住所等変更登記
が義務化されるなど、所有者不明土地問題に関す
る新たな制度が、順次施行されます。これらの
新しい制度を国民の皆様に御理解いただき、
所有者不明土地問題の解決を図っていくために
は、会員の皆様方の専門的知識に基づく御活躍
が期待されます。
　加えて、土地に関する重要な情報基盤である

登記所備付地図の整備は、法務局の最重要課題
の一つであり、法務局地図作成事業を継続的に
実施していますところ、本年度からは、防災・
減災、災害からの復旧、復興の円滑化とまちづ
くりの促進の観点を踏まえて策定された新たな
10 か年計画がスタートし、この整備計画に基づく
事業を開始しています。本事業を着実に推進して
いくためには、貴会及び会員の皆様の御協力が
不可欠ですので、引き続き、積極的な御協力を
お願いいたします。　
　土地家屋調査士法第１条には、「土地家屋調査士
は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界
を明らかにする業務の専門家として、不動産に
関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活
の安定と向上に資することをその使命とする。」
と定められています。
　我が国の土地家屋調査士制度に対する国民の
高い評価と信頼は、これまでの貴会及び会員の
皆様のたゆまぬ努力によって築かれたものです。
会員の皆様には、これまで培ってこられました
専門的知識をいかし、今後もますます御活躍され
ますことを期待しております。
　法務局としましても、貴会及び会員の皆様と
緊密な連携を図りながら、登記事務の適正・迅速
な処理に努めるとともに、時代の要請に的確に
対応し、国民の期待と信頼に応えるべく、全力
で取り組んでいく所存ですので、本年もよろしく
お願い申し上げます。
　最後に、貴会のますますの御発展と、会員の
皆様の御健勝と御活躍を祈念申し上げ、新年の
挨拶といたします。

FUKUOKA

新 年 の 御 挨 拶

福岡法務局長　済　田　秀　治
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　謹んで新春のご祝詞を申し上げます。
　旧年中は、当政治連盟の諸活動に対し、格別
のご理解とご支援を賜りましたことに、心より
厚く御礼申し上げます。
　また、昨年の総会におきまして、私が会長の
大任を拝命いたしました。身に余る光栄ととも
に、その責務の重大さを痛感し、歴代会長が築か
れた礎を継承しながら、政治連盟の使命達成の
ため誠心誠意努めてまいる所存でございます。
　近年、人口減少、地域社会の変容、デジタル
技術の進展など、社会情勢は大きく変化し、土地
家屋調査士を取り巻く環境も転換期を迎えており
ます。国民の権利を的確に保全し、公共の利益に
資する制度の整備が求められる中、政治連盟と
しても現場の実情に根ざした政策提言と制度
改善に一層力を注いでまいります。
　本年度は、会員各位のご意見を積極的に取り
入れ、地域の課題を政策に反映する活動の充実
を目指していきたいと考えております。併せて、
「政治連盟の活動が見えにくい」とのご意見を
真摯に受け止め、情報発信の強化と透明性の向上
にも取り組んでまいります。政治連盟の目的や
活動内容、成果を明確にお伝えし、会員の皆様
に信頼される組織づくりを進めてまいります。
　今年度の政策要望の重点項目としては、次の
課題を掲げております。
　第一に、法務局による地図作成事業（不動産
登記法第十四条第一項地図）の推進について
　第二に、表示に関する登記手続における固定
資産課税台帳情報の利用について
　第三に、官民境界確定協議における土地家屋
調査士の積極的な活用について
　第四に、筆界特定制度の問題点の提言について
　第五に、相続等により取得した土地所有権の

国庫への帰属に関する法律の一部改正の検討に
ついて
　第六に、福岡県県土整備部における官民境界
協議手続の統一化の推進について
であります。
　これらの施策を着実に進めるためには、より
多くの仲間のご参加が不可欠です。政治連盟は、
会員の声を力に変え、土地家屋調査士の職域を
守り発展させるための組織であります。
　未加入の方におかれましては、ぜひ本連盟の
趣旨にご賛同いただき、ご入会を賜りますよう
お願い申し上げます。
　共に活動し、調査士の未来を築いてまいりま
しょう。
　「調査士の声を国政へ」――この理念のもと、
政治連盟としての使命を自覚し、職域の発展と
次世代への継承に全力を尽くしてまいります。
　結びに、本年が会員の皆様にとりまして健やか
で実り多き一年となりますことを心よりお祈り
申し上げ、新年のご挨拶といたします。

FUKUOKA

新 年 の ご 挨 拶

会　長　野　中　和香成
福岡県土地家屋調査士政治連盟
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　コロナ騒動で海外にはしばらく行けなかった
が、やっと収まり、行けるかと思った時には空前
の円安で、暫く踏みとどまった。しかし一向に円高
になる気配は見えない。円高になる前にこちら
の寿命が終了してしまいそうである。近場での
海外と考えてみると、JR 九州の大株主（？）で
あり、釜山へのクイーンビートルでの往復旅費
が１万円ポッキリとの優待券が３枚も溜まって
いるので、釜山での焼肉三昧を計画していた。
　ツアーではないので言葉に不自由するかとの
思いで、【社長～安くして～】の CM でお馴染み
の愛グループで販売している翻訳機を購入した。
１個では充電切れでは困ってしまうので、もう１個
購入する念の入れ様で着々と準備をしていた。
ところがである、浸水を隠蔽したとの事で、運行
中止となりクイーンビートルは韓国に売り渡して
しまった。株主にはご迷惑をおかけしましたと、
一日無料乗車券が一枚ポッキリ送られてきた。
　そんな時に、テレビでも紹介されたという
【ソラリア西鉄ホテルに泊まる】とっておきバン
コク４日間が目に入った。ほほえみの国とはどん
なところだろうかと興味津々で行くことにした。

【タイ王国概況】

　タイ王国はカンボジア、ベトナム、ラオス、
ミャンマーに囲まれており、日本の国土の 1.5 倍
の広さがあり、人口は約 6,304 万人で、その内
94％が仏教徒で５％がイスラム教徒という構成
らしい。タイと日本との間には２時間の時差が
あり、タイは日本より２時間遅れている。
＜ 11 月～３月＞乾季で湿度が低く過ごしやすい
＜  ４月～５月＞暑期で湿度も高い
＜  ６月～９月＞雨季で毎日雲が空を覆い、雨が

降ったりやんだりする。

　タイ旅行するなら 11 月から３月までをお薦め
する。私が旅行したのは４月８日から４日間だった
ので、気温は 34 度もあり、地獄の暑さを体験する
ことになってしまった。

　タイ国の首都バンコクのイメージとしては、
手漕ぎのボートでマンゴーやバナナを売っている
ようなのどかな風景を思い浮かべそうな雰囲気
ではあるが、実際は高層ビルが林立し、地下鉄は
縦横無尽に駆け回っている大都市である。以前
ローマやミラノに行った際は高層ビルなどほと
んど見当たらず、やたら石造りの建物が多い地方
都市といった感じであったが、これとは大違い
で今後も発展しそうな活力にみなぎっている
印象である。
　バンコクの正式名称はクルンテープ・マハーナ
コーン・アモーンラッタナコーシン・マヒンタ
ラーユッタヤー・マハーディロック・ポップ・
ノッパラット・ラーチャタニーブリーロム・ウド
ムラーチャニウェートマハーサターン・アモーン
ピマーン・アワターンサティット・サッカタッ
ティヤウィサヌカムプラシットと云うそうです。
　正式名称の日本語訳は以下の通りで、
　天使の都　雄大な都城　帝釈天の不壊の宝玉　

FUKUOKA

小言幸兵衛の見たほほ笑みの国タイ王国

西福岡支部　山　本　繁　樹

☆物凄くでかい涅槃像
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帝釈天の戦争なき平和な都　偉大にして最高の
土地　九種の宝玉の如き心楽しき都　数々の大
王宮に富み　神が権化して住みたもう　帝釈天
が建築神ヴィシュカルマをして造り終えられし
都・・・となる。
　まるで落語の【じゅげむ じゅげむ ごこうの
すりきれ】のような名付け方だと感じた。
　この「天使の都」に住む女性たちは２種類の
タイプに分かれるようだ。原生林のジャングル
から出てきたような色黒のごっつい女性たちと
ポスターに出て来るような色白で丸顔の目が
ぱっちりした女性たちだ。後者のおだやかな顔
立ちならば、ただ佇んでいるだけでも笑みを浮か
べているように見えても不思議ではない。
　あぁ、これがほほ笑みの国の正体かと納得した
次第である。私はどちらかと云うと原生林の方が、
親しみがあるせいか好感が持てると感じている。

【交通事情及びその他】

　バンコク市内を移動するには、タクシーか屋根
付き三輪タクシー「トゥクトゥク」及びバイクタク
シーになると思うが、無難なのはタクシーである。
　トゥクトゥクはメーターがないので、乗る際に
値段交渉をしなければならない。下手をすると
タクシーよりも割高になる可能性がある。また
いたる所にバイクタクシーの溜まり場もあるが、
物凄いスピードで路肩を走らせているので命の
保証はない。バンコク市内ではバイクはヘルメ
ット着用となっているらしいが、暑いので警察
も大目に見ているとの事であった。勿論、バイク
タクシーの運転手もその乗客もノーヘルである
から死亡事故があれば、直ちに「エンジェル
フライト 国際霊柩送還士」にて、日本に送還
されることになる。
　ちなみに、タクシーを使うなら事前に Grab
（グラフアプリ）をインストールし、支払いも
カード設定しておくと煩わしさがない。配車
可能な車種ごとに、支払い料金をリアルタイム
に確認出来るので、値段交渉もしなくて済む。
今回は準備していたが使う機会は全く無かった。
　ホテルや観光バスでは WiFi が利用できるが、
市内の移動中には道案内のためにスマートフォン
の利用が不可欠となる。楽天の株主優待で、１年

間毎月 30G が無料で使える特典があるが、その
中で２G だけは海外で使えるサービスが有る。
現地でこれが使えなかったら困ったことになる
と事前に５日間５G の SIM を購入していたの
だが、ローミングだけの設定で楽天回線がすぐに
使えた。
　海外での病気や事故は、高額な医療費を請求
されるので、今までは海外保険を旅行費用に
追加していた。今回、楽天カードを使い旅行費用
を支払えば、自動的に海外保険が追加されること
を知った。普通の人はそれを知った時点で安心
して海外旅行に出掛けていくことだろう。この
小言幸兵衛さんは慎重かつ用心深いので、直接
電話で確認してみた。
　海外保険の適用は間違いなかったが、条件と
して治療費の領収書と医者の診断書が要ると
云う。領収書は普通もらうだろうが、診断書まで
はもらって来ないのではないだろうか。
　事故に遭って、領収書をもらって、請求したら
診断書と云われて請求を断念する人がほとんど
であったろう。故意に診断書が必要と表示して
いないのかと疑ってしまう。
　なお、タイ語で書かれた診断書で良いとの
ことであったが、診断書代金は自腹とのことで
あった。まあ、兎に角今回の旅行では使わずに
済んだことは、幸いであった。
　バンコク市内は至る所にセブンイレブンが
あり、ローソンやファミリーマートなどは全く
見ない。おそらくセブンイレブンのタイ国進出が
早かったから他のコンビニは後手となり後追い
しなかったようだ。ホテル近くを散歩するだけで
３店舗ほどはセブンイレブンの看板を見ること
が出来る。

【ピンクガネーシャ像】

　バンコクに昼頃到着して、すぐに観光バスで
60 分位走らせて、ガネーシャ像に向かった。
車窓からは田園風景でエビの養殖場を数多く見る
ことができる。日本ではエビで鯛を釣るという諺
があるが、かの地ではタイでエビを養殖となる。
　ピンクガネーシャ像を間近に見ると、よくも
まぁこんなデカイ象さんを創ったものだと感心
した。寝っ転がっている所が緊張感がなくて

FUKUOKA
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安心感がある。このガネーシャ像にお願いをする
際は、そばにいる大きなネズミさんが取次ぎ役
らしい。ネズミさんの片耳を塞ぎ、もう片方の
耳に小声で願い事を言うと取り次いでくれると
いう。その際に 100 バーツ（約 500 円）のお賽銭
が必要となる。ネズミさんに日本語は分かるの
かとの思いで、持参した翻訳機で【株が爆上げ
しますように】とタイ語でお願いした。今の所、
ご利益は全く無いようだ。

【緑の仏塔が美しいワット・パークナム】

　「ワット・パークナム」は、アユタヤ時代に
創設された歴史ある王室寺院として知られて
おり、タイ僧侶のパーリー語教育の中心としての
寺院として全国的に有名らしい。
　閑静な寺院の中に足を踏み入れて最上階まで
上がるとアートのような仏陀の生涯図の天井画
が目に飛び込んでくる。タイの他の寺院とは
一線を画す世界観は、息をのむほどの美しさで
ある。何でこんなにブルーが綺麗なんだろうと
注意深く観察すると、円錐形の仏塔の底辺円周上
にライトアップしてあり、ブルーの色ガラスから
照射していた。

　ライトアップサービスは最近の事だろうと
思った。
　各階ごとにお布施を入れる賽銭箱があるの
だが、これが大型金庫なのだ。
　金庫天井に小銭や札束を入れられるように
加工してあり、斜めの入り口が作ってあった。
　たまたま不要な金庫の有効利用かと思ったが、
各階ごとに設置してあったから泥棒よけに投資
してあるのだと思った。何しろ仏教徒の国である
から行く所、行く所に大型の賽銭箱が置いてある。

【暁の寺ワット・アルン】

　「暁の寺」という意味の「ワット・アルン」は、
バンコクのバンコクヤイ川地区トンブリー西岸
にある仏教寺院で、建立はアユタヤ時代に遡る。
寺院の名前はヒンドゥー教の神アルナに由来し、
その名から夜明けの象徴とされている。朝日が
昇る朝一番の光が寺院に反射し、真珠のような
虹色の輝きを見せるという。
　寺院は少なくとも 17 世紀から存在しており、
大仏塔の右にある本堂はラーマ２世の建立で、
台座には王様の遺灰が納められている。
　また、三島由紀夫の小説「暁の寺」に描かれた
寺院であることから、日本人にも馴染み深い名所
だそうだ。中に入ると、タイ軍兵士の出で立ちを
したお兄さん達がわんさかといる。どう見ても時代
錯誤の格好であったので、添乗員さんに尋ねて
見たら貸衣装だと云う。更に奥に入ってみると、
お姫様の格好をしたポッチャリした女性達もいる
ではないか。衣装は綺麗でも似合う人と似合わない
人がいることを肝に命ずべしと思った次第である。

FUKUOKA

☆寝っ転がった象さん

☆代理人のネズミさん

☆貸衣装のニセ王妃と兵士
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　お寺巡りをするとすぐに気づくことだが、門の
出入口の左右にセメントで出来た仁王像みたい
なのが鎮座している。見た感じ安物のようだった
が、ガイドさん曰く、海外貿易で多くの積荷を
売り払って、帰りに空船になると重心が保てない
ので、石像を重しとして購入し、到着後はお寺に
寄進するとの説明であった。
　それで思い出すのは、ブラタモリで紹介された
北前船の船主が、各地の庭石を購入して重しと
して使ったという話である。こちらの方は中々手
に入らない貴重な庭石を積み込み、高く売りさばく
という点で日本人の方が一枚上手と思った。

【小言幸兵衛、タイ式マッサージにハマる】

　到着当日は夕方自由時間があったので、西鉄
ソラリアホテル近くにあるタイ式マッサージ店を
覗いてみた。ホテルフロントにどこが良いのか
聞いてみたが、どこでも安全で良い店ばかりだと
云うから歩いてすぐの店に出向いてみた。西鉄
ソラリアホテルは日本人をフロントに置いている
から言葉に困ることはなかった。マッサージ店の
料金看板 400BT（1,600 円～ 2,000 円）を指差して
入店した。どの店でもマッサージするのは、原始
林から出てきたような女性ばかりだが、マッサージ
を受けるのに支障はないと思った。まず１階で
足を丁寧に洗い２階に上がっていく。江戸時代の
旅籠の軒先みたいな感じで桶に汲んだ水で洗って
くれる。つま先から頭のてっぺんまでみっちり
60 分ほぐしてくれた。10 歳は若返った様な爽快
感があったので、最終日にもまた出向いてしまった。
　おそらく日本でならこの価格の２〜３倍はする
のではないかと思う。タイに行く機会があれば
是非立ち寄ることをお勧めしたい。

【小言幸兵衛、詐欺にでっ食わす】

　観光バスの中で、タイ女性の添乗員さんが
最近日本の古い紙幣を見せて、今度日本へ行くの
だが、新札を見たことがないから見せてくれと
言って、財布を出した途端に持ち去るという
詐欺事件が多発していますとの説明がバス移動
途中にあった。
　そのような話は右から左に聞き流していたの
だが、セブンイレブンで２回めのバナナを買い

に行った時のことだ。ちなみに、タイのバナナは
完熟したものを売っているので、大変美味しい。
１本売りで 5BT（20 円〜 25 円）なので、お薦め
です。１房買うと食べ切るのに大変だが、１本
売りならお手軽で良いと思う。その２度目の
バナナ買いの時にひげ面の愛想の良いアメリカ人
だと思うが、この男がバナナは好きかと聞いて
きた。その後すぐにファイルに入った旧百円札を
見せて、日本円を持っているかと尋ねてきた。
バンコク市内では使うことがないからホテルに
置いてきたのだが、持ってないと云うとタイバーツ
はあるかと更に聞いてきた。こちらはバナナ代
が足りるのか勘定している所だったので、無視
してレジに並んだ。諦めた男は外に出ていった
が、その時は二人組だった。
　思うに、財布を見せた途端に相方が取り上げて
一目散に逃げるつもりであったのだろう。
　出入り口の自動ドアは開くのに時間がかかる
からこのひげ面の方が立ちはだかる予定だった
と思われる。教訓として、むやみにお金は人に
見せるなである。

【タイ国のトイレ事情】

　宿泊した西鉄ソラリアホテルは、TOTO 製の
ウォシュレット ® を使っており、トイレットペー
パーも日本から取り寄せたものだから安心して
使うことが出来た。添乗員さんの説明によると
飲食店等にあるペーパーは、水に溶けない紙だ
から流さずに、そばにある箱に入れるようにとの
ことであった。幸い飲食店等で利用することは
なかったからどの様な手触りのペーパーかは不明
のままであった。ただ洋式便器のそばに、ホース
らしきものがどのお店にも取り付いていた。
多分、水洗便器が故障した際に、応急的に使う
ものかと考えてみたが分からないままであった。
後で添乗員さんに、あれは何のためにあるのか
尋ねてみたら聞いてびっくりである、手動式の
ウォシュレット ® だと云う。このホースで下着を
濡らさずに使用するには熟練のワザが必要では
ないかと思った。我と思わん方はタイ旅行の際、
是非お試しあれ。

FUKUOKA
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【タイ本場のカレーその他】

　トイレ事情の後、カレーライスを紹介するのは
恐縮だが、タイ国でのカレーは欠かせないので
紹介しておきます。南国だから物凄く辛いと思わ
れる方いらっしゃるとは思うが、メニューを見る
と唐辛子マークで辛さが案内してあり、マーク
５個が１番辛くて自信がなければマーク３個
ぐらいにしておけば、辛～いと云いながら完食
できるレベルであった。
　西鉄ソラリアホテルから 1.0 キロ先にあるプラ
イヤ・ラヤというお店を雑誌で見つけたので
行ってみた。
　すぐの所とはいえ、34℃の炎天下である、
水分補給しながら汗だくで目指すお店にたどり
着いた。辛さマーク３個のカニ肉入りイエロー
カレー２人前 400BT（2,000 円程度）を注文した。

　タイ米のライスが出てくると思いきや、むかし、
むかしに中村玉緒が宣伝していたマロニーちゃん
風のクルクル巻いたのが出てきた。これは細米
麺で、センミーと云うらしい。これを１巻か２巻
お皿に取って、カレーを掛けて食べるという

仕組みである。辛いながらも旨味があり、１度は
体験するべきである。お水は有料なので、我慢
して食べ切って、お店を出てから持参したペット
ボトルの水を飲んだ。まぁこの程度なら我慢
できる辛さであった。
　二日目の昼食には、タイの有名店「ルエントン」
でのタイのソウルフード「カオマンガイ」を食べ
ることが出来た。要は蒸し鶏に四種類のタレを
漬けて食べると云うだけのことである。これよりも
中華料理の棒棒鶏（バンバンジー）がすこぶる
美味しいと思う。一緒に行った同僚は、バスの
中でのタイ人添乗員がタレと云う所をカレーと
聞いたものだからご飯を小皿に移して四種類の
「タイ風カレー？」を掛けてご飯は完食したが、
蒸し鶏の殆どを残してしまった。【孤独のグルメ】
でも誰にも邪魔されず、気を使わずものを食べる
という孤高の行為であると云っておるので、
黙って見ていた。後になって勘違いと分かって
大笑いしたのであります。

　問題は出てきた飯の多さである。底の深い丼に
エベレストですと言わんばかりの文字通り山盛り
のご飯である。ほとんどが高齢者の集まった
ツアーなのに、この飯の量は何だ。周りを見渡す
と蒸し鶏を２つ３つ食っただけの人、飯には全く
手を付けない人、鶏半分飯半分を残した人、完食
者は只一人俺だけじゃないか。食べ残しは家畜の
餌になるのだろうが、店の責任者か添乗員からの
提案で、ご飯や蒸し鶏を少なめにして気の利いた
デザートでも出てくれば良いのに、気の利かない
コース料理であった。

FUKUOKA

☆手動式タイ製のウォシュレット®

☆本場カニ肉入りイエローカレー

☆カオマンガイ（蒸し鶏料理）



− 8− − 9−

【小言幸兵衛、麻薬犬に捕まる】

　やっとの事で福岡に到着した。手軽な荷物を心
がけて、布製のショルダーバッグと小物を入れる
ためのノートパソコン用のバッグで出掛け、行き
は機内に持ち込んだが、帰りは流石に荷物が
多くて、布製の方は受託手荷物として機内に持ち
込まずに預けた。
　ベルトコンベアーから荷物が出てくるのを
待っていたが、中々出て来ない。一番最後にやっと
出てきたので、カウンターに持ち込むと、いき
なり、覚醒剤や薬物はお持ちでは有りませんかと
尋ねられた。持っていませんと答えると薬品
関係にお勤めでは有～りませんかと再度尋ねら
れた。どうやらベルトコンベヤーで荷物を待って
いる時、奥の方では麻薬犬がクンクンやっていた
ようだ。荷物を調べさせて頂きますと、女性職員が
お土産やら使用済みナイロン袋入りの猿股やら
調べ上げられた挙げ句、やっと無罪放免となった。
　その麻薬犬は、再度犬学校に入学し直しだなと
笑っていたが、数日後その布バッグを片付ける際、
緊急用のお薬セットが入っていたのを確認した。
正露丸や赤チンキやら痛み止め等々考えられる
セットの詰合せである。そうか麻薬犬はこれに
反応したんだなと納得した次第であった。やはり
麻薬犬は優秀であった。

【総括として】

　今回は、大都市バンコクに行っただけであった
が、何となくゆったりとしていて世話しさがなく、
心の洗濯にはなったようだ。リゾート都市として
は、チェンマイやパタヤビーチなど行ってみれ
ば、更に自然の美しさに感動するに違いないだろう。
食べ物も激辛を除けば、日本人の口に合いそう
な物ばかりだから満足できること請け合いで
ある。果物も豊富で、あの臭くて有名なドリアン
を購入するつもりでいたが、試食で一口食べて
みたら確かに匂いは臭かったが、口当たりは
ドロッとした感触で美味いとは思わなかった。
タイ女性の添乗員さんは我慢できずに百貨店で
購入し半分食べたといっていた。多分、酒や
煙草のように何回か体験することにより美味さ
が分かってくるものかなと思った。現地なら
安く手に入るが、日本では高額であるから一生

美味さが分からなくても良いわと思った。添乗員
さんの話だとホテルでドリアンを食べたらその
匂いが消えなくて、清掃代と空室代の罰金を
課せられると云っていた。
　仏教国であるタイ王国は至る所に大きくて
頑丈な賽銭箱が有り、いろんなお願い事をして
いるようだ。寺院巡りをすると小銭はいくら
有っても足りなくなる。
　親鸞の云う所の【他力本願】ではなく通常使わ
れている他力本願で物事の成就を願ってよいの
だろうか。やはり宮本武蔵の「我、神仏を尊びて、
神仏を頼らず」の生き方の方が健全だと思われる。

　機会があれば、再訪問しタイ国の良さを更に
探求したいと思った次第です。
　以上にて、終了といたします。
　ご精読誠に有難うございました。

FUKUOKA

☆悪霊を退ける鬼神像ヤック
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　「失われた 30 年」とは、経済だけでなく社会
構造が固着した時間でもありました。
　しかし今、技術革新と情報の流れはかつてない
スピードで加速しています。
　かつてはテレビや新聞が情報の一方的な発信
源でしたが、SNS や YouTube の登場により、
誰もが情報を発信し、社会に影響を与えること
が可能となりました。情報は輻輳し、既存の枠
組みを変えています。本日は、新年にふさわしく、
その「良い面」に目を向けたいと思います。

（技術革新の恩恵）
　技術革新では、かつて車が買える程の価格で
あった“GPS 測量機”も、Drogger の登場により、
今では 10 万円で１級 GNSS 測量機を手にできる
時代となりました。
　航空写真も、無人航空機で個人が趣味として
撮影できる状況です。
　仮想点の使用に費用をかけなくても、県会の
民間等電子基準点のように自前で GNSS 連続観測
局を運用し、RTK で cm 級の精密測位を実現する
こともできます。

　これだけではありません。

（無料で使えるソフトウェア）
　ソフト面では、数十万円した写真測量の解析
ソフトは一定規模であれば無償で商用利用も
可能です。GNSS 解析ソフトも無料で使えます。

GIS も様変わりしました。open-hinata3 の登場
で、高価なソフトや高性能 PC なしにブラウザのみ
で完結。法務局備付地図データの閲覧にとどま
らず、自治体地番図にも対応し SIMA データの
ダウンロード、各種基準点の座標取得も、無料
で誰でも使えます。

　産業革命は「蒸気」から始まり、「電気」、そして
「デジタルの民主化」へと進展してきました。
次に訪れているのが「情報の民主化」です。AI
もその代表例。国はオープンデータの原則化を
進め、紙でしか取得できなかった公図は法務局
備付地図データとして無償ダウンロードが可能
に。地番図も自治体によってはメディア代だけ
で開示請求により取得出来ます。

（国家戦略としての衛星測位）
　衛星測位も大きな転換期を迎えています。
RNSS である「みちびき」は、日本が独自に衛星
測位を維持・発展させていく国家戦略の一環です。

　ステーブルコインの認可で、金融のあり方も
変る事でしょう。

FUKUOKA

令和八年、産業革命まっただ中！

大牟田支部　佐　野　忠　良
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　国土交通省の WEB サイトでも紹介されている
【open-hinata3】ぜひ一度アクセスして、その便利
さを体感してください。使い方のマニュアルも
充実しています。

（スマホでも使えるブラウザ GIS）
　今はまさに「第四次産業革命」の真っただ中。
導入コストは劇的に下がり、高機能なブラウザ
GIS【open-hinata3】を誰でも利用できます。

　こたつでお雑煮を食べながらスマホで現場準備
ができる時代です。

FUKUOKA
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　近年、ChatGPT をはじめとする OpenAI の
言語生成 AI が急速に進化し、さまざまな分野で
実務に取り入れられるようになってきた。土地
家屋調査士の業務でも、挨拶文や報告書の作成、
地積測量図の座標データ整形などに AI を活用
する事例が増えている。AIが単なる話題ではなく、
実際の業務改善を支える手段となりつつあること
を感じる。
　私は BricsCAD という CAD ソフト上で動作
する「LISP（リスプ）」に着目し、OpenAI を活用
して業務自動化を試みた。LISP は AutoCAD 系
CAD に古くから搭載されているスクリプト言語
で、正式には「AutoLISP」と呼ばれる派生系で
ある。関数型言語としてコマンド操作を命令化
し、繰り返し作業や座標処理を自動化できる反面、
文法が独特であり、独学での習得にはかなりの
時間を要する。
　私は ChatGPT に対して自然言語で要件を
伝え、点群データ上の任意点をクリックするだけ
で、その XY 座標または Z 座標を自動的に図面
上へ表記する LISP を生成してもらった。これに

より、従来は手入力やコマンド分割が必要だった
作業が、ワンクリックで完結するようになった。
　作成した図面は DWG 形式で保存できるため、
BricsCAD 以外の測量 CAD ──たとえば Trend-
One や Wingneo など──でも読み込みが可能で
ある。これにより、点群データから座標を抽出
し、そのまま他の CAD ソフトへ受け渡して検討を
進めるといった柔軟なワークフローが実現した。
　ChatGPT は、自然な日本語で依頼するだけで
LISP コードを作成し、修正や機能追加にも即応
してくれる。専門的なプログラミング知識がなく
ても、自分の発想を短時間で具体化できる点が
最大の魅力である。AI は単なる自動化ツールで
はなく、技術者の思考を拡張し、創意を形にする
“知的な補助装置”としての役割を果たしている。
　AI の活用は、土地家屋調査士の新しい可能性を
広げる。新しい技術を恐れずに受け入れ、自ら
の専門知識と組み合わせて使いこなすことが、
これからの時代に求められる姿勢ではないだろ
うか。

FUKUOKA

土地家屋調査士におけるOpenAI活用の
新たな可能性 ― 自動コーディング ―

飯塚支部　山　口　洋　平
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　土地家屋調査士としての第一歩を踏み出すに
あたって、多くの人が最初に経験するのが集合
研修です。登録を終えたばかりの私は、初めて
の集合研修に少し緊張しながら会場に向かいま
した。会場には、福岡県全域から集まった同じ
新人調査士の姿があり、皆それぞれに期待と
不安を胸に抱いているようでした。初めて顔を
合わせる人たちと自己紹介を交わしながら、「自分
だけじゃないんだ」と感じられた瞬間、肩の力
がふっと抜けたのを覚えています。
　研修では、法律や登記の実務、測量の基礎と
いった専門的な内容が幅広く取り上げられます。
最初は「少し難しそうだな」と感じていたので
すが、講師の先生方が実際の事例を交えながら
丁寧に説明してくださり、実務の中でどう知識
を使うのかが少しずつ見えてきました。机上の
勉強では気づけなかった「現場のリアル」を学べ
たのが、何より印象的でした。
　研修の良いところは、知識を得るだけでは
なく、同じ志を持つ仲間と出会えることだと思い
ます。年齢も経歴もさまざまな人が集まり、
それぞれの視点から意見を交わすことで、自分
にはなかった考え方や工夫を知ることができま
した。ひとりで仕事を始めることの多い土地家屋
調査士にとって、この横のつながりは本当に心
強い存在です。
　また、年に 3 回専門研修が行われており、新人
研修を終えたあとも継続的に学べる場として、
実務に即した内容や最新の法改正、登記制度の
運用など、実際の業務で直面するテーマが多く
取り上げられます。
　土曜日の午後に開催されることが多く、日頃
の業務をこなしながら福岡市内まで行くことに
負担が無かったわけではありません。

　しかし、毎回の研修が新しい学びのきっかけ
となり、日々の仕事の中で「前より少し分かる
ようになった」と感じる瞬間が増えていくのは
大きな励みでした。
　さらに、研修を受ける中で気づいたのは、「一人
前になる」という言葉の意味の深さです。知識
や技術だけでなく、依頼者に対して誠実に向き
合う姿勢、行政や他士業との連携、そして地域
との関わり方など、土地家屋調査士という職業
には幅広い責任があります。研修は、その出発点
として、自分のあり方を見つめ直すきっかけ
にもなりました。
　研修制度は、単なる義務ではなく、土地家屋
調査士としての基礎を築く大切なプロセスだと
思います。学びの場で得た知識や仲間とのつな
がりが、これからの業務を支える力になっていく
はずです。今後も一つひとつの研修を大切にしな
がら、少しずつ前へ進んでいけたらと思います。
　最後になりますが、このような学びの場を丁寧
に準備し、運営してくださっている県会の皆さま
に心から感謝申し上げます。
　おかげで安心して第一歩を踏み出すことが
できました。これからも学び続ける姿勢を忘れず
に、少しずつ成長していきたいと思います。

FUKUOKA

新人研修の３年間を終えて

北九州支部　阿　部　太　亮
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　会員の皆様、新年あけましておめでとうござ
います。
　今年度の総会で副会長としてご承認いただき
ました八女支部の平木裕一と申します。
　今期で副会長として二期目となります。
　私は総務部と財務部を担当しています。どちら
の部も新しく就任した部長と理事の方々です。
皆さん頑張っておられます。
　昨年も就任にあたってのご挨拶を書かせて
いただきました。前回は少し真面目に本会や支部
での役割などを担う義務や権利について、土地
家屋調査士として登録した２～３年目には支部
や公嘱協会の委員の任を受けた時に先輩の方々
からアドバイスいただいたことなどを書かせて
いただきましたが、今回は私の趣味のひとつで
あるゴルフについて書いていこうと思います。
　今でも鮮明に覚えています。もう 20 年以上前
でしょうか、仕事の関係でゴルフを始めさせら
れた !? ことがきっかけでした。
　初めて連れて行ってもらったのが、筑後川の
河川敷のゴルフ場です。（コースは平坦で起伏が
無く、所謂初心者向き）私は高校まで野球部で、
投げた球を打っていたくらいですから、置いて
ある球なんて簡単に打てると、なかなかの自信
を持っていました。（今ではその自信が欲しいく
らいです、、、）
　第一打、初めてのティーショット、すぐそこ
に架かっている橋（当時はそう見えたんです）
には普通に車が行き交ってます。
　「車が通ってますけど大丈夫ですか？」皆さん
何のことか？？？です。やっと理解されて「あんな
とこまで飛ぶならすごかたい、早よ打たんね！」
　結果は、ブーメランの様なスライス球（右曲り）
で筑後川へドボンです。今も球は曲がりますが、

あそこまでブーメランの様に曲がる球をどう
やって打っていたんだろう、と逆に教えてほしい
くらいです。
　今はドライバーなどクラブの進化もしていま
すが、始めた頃と大きく違うのは、クラブ以外
の周辺機器の登場です。レーザー距離計でピン
までを測ったり、人工衛星の位置情報を利用
した腕時計でコースの全体像や飛んだ距離、残り
距離も確認できたりします。なかには次の推奨
クラブまで表示してあります。
　私達の仕事もそうですが、機器の進化や技術
の進歩は、あらゆる分野に大きな変革をもたら
しています。
　時代の変化についていくには、仕事にしても
趣味にしても「固定観念」にとらわれず、新しい
ことを受け入れていかなければ。と思っています。
　ゴルフされてる方も多くおられると思います
ので、一緒にラウンドお願いします。
　しかし、このゴルフはストレス発散になって
るんだろうか、、、（− . −）

FUKUOKA

副会長就任のご挨拶

副会長　平　木　裕　一
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　新年あけましておめでとうございます。旧年
中は会務にご理解とご協力を賜り、御礼申し
上げます。令和８年もどうぞよろしくお願い
いたします。

　私は、副会長としては二期目の就任となり、
今期は業務部と広報部を担当しております。業務
部は主に法務局との協議や対応をはじめ、行政
機関への対応、ならびに会員への業務に関する
対応等をおこなっております。詳しい内容に
つきましては坂本業務部長の記事をご覧いただ
ければと思いますが、業務部理事は、ほぼ毎日
のように部内でメールのやりとりを重ねて円滑
な運営に向けて尽力しています。また、筆界調査
員、所有者等探索委員等、就任いただいて対応
していただいております会員の皆様には、あら
ためて感謝申し上げます。
　一方、広報部では、無料相談会、九州産業大学
での社会連携講座、会報ふくおかなどの事業を
行っております。また、今期は「ゼロベースで
見直す」として、白水広報部長を中心に年々増加
する広報部事業の必要性についての検討、費用対
効果の検証を行っております。広報活動というの
はそもそも結果が表れにくいものですので難しい
取り組みではありますが、そもそも誰に対して、
そして何を目的として広報を行うべきか、原点
に立ち返りながら模索していければと思います。
　過去に私も広報部長を務めたことがございま
して、その際には、やはり「認知度アップが必要
である」ということで県会での事業とは別に、
個人で YouTube チャンネルを立ち上げました。
もし自分が、良い意味でバズれば土地家屋調査士
自体の認知度が高まるかもしれない——との思いで
コロナ禍に挑戦をいたしましたが、道は半ばです。

　ただ、会員さんの中には私よりも発信力や
制作力に長けている方が必ずいらっしゃると思い
ますので、認知度向上につながるコンテンツを
発信してくださればと期待しています。また、
YouTube チャンネルは“無料で使えるホームペ
ージ”のようなものです。もし、県会員 680 人全員
いや全国の会員 16,000 人全員がそれぞれ発信者
となれば「土地家屋調査士の認知」は大きく広が
れるのでは――とそんな夢みたいなことを考え
たりすることもあります。会報執筆の際、毎回の
ように掲載して恐縮ですが、私の
チャンネルの二次元コードを“また”
添付します笑

　最後に、写真は北九州支部の士業対抗ソフト
ボール大会での一枚です。末松監督、松尾ヘッド
コーチのもと、池田が先発投手をして相手チーム
（司法書士会）からの推薦で MVP に選ばれま
した。個人成績は 1 イニング自責点 1、二打数
二安打でしたが、走塁中に太もも肉離れにより無念
の途中降板でした。古木会員のロングリリーフ、
千坂会員のストッパーと、支部メンバーが一丸
となって戦いました。結果は惜敗でしたが、
チーム（北九州支部）の団結と笑顔にあふれた
一日となりました。

FUKUOKA

副会長就任のご挨拶

副会長　池　田　直　之

池田事務所
チャンネル▶
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　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　皆様、改めまして、今期より福岡県土地家屋
調査士会の副会長に就任いたしました、福岡
中央支部の佐藤誠と申します。この場をお借り
し、改めてご挨拶申し上げます。平素は、会務
運営に多大なるご理解とご協力を賜り、心より
感謝申し上げます。
　私たちが身を置く土地家屋調査士業界は今、
技術革新や法・制度改正に伴い、常に変化の
途上にあります。近年の急激な物価高騰は、事業
経費を圧迫しており、効率的な運営がこれまで
以上に求められています。また、働き手不足の
深刻化や、業務の複雑化といった課題も依然と
して存在します。
　このような中、村山会長は、会運営の基本
方針として「県会事業の見直しとスリム化」を
掲げられました。これは、限られた財源と人材
を有効活用し、会員にとって真に必要な事業に
集中するための、極めて時宜を得た方針である

と認識しております。
　副会長として、私はこのビジョンを単なる
理想に終わらせることなく、実行へと結びつける
ため、研修部及び社会事業部の担当副会長と
して、会務に邁進する所存です。
　特に研修では、実務や事務所経営等の効率化に
直結する研修を行えないかと模索しております。
　結びに、本年が福岡県土地家屋調査士会に
とって、そして会員の皆様一人ひとりにとって、
希望に満ちた実り多き一年となりますことを
心より祈念いたします。
　私事でございますが、昨年の会報ふくおかで
「いつか行ってみたい」と記した、熊本県阿蘇
の「地図の源」へ、念願叶って愛車のバイクで
訪れることが出来ましたので、その時の写真を
掲載させていただきます。業務と会務に追われる
毎日ですが、道中の阿蘇の雄大な景色で心が
癒されました。

FUKUOKA

新 年 の ご 挨 拶

副会長　佐　藤　　　誠
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　新年あけましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、穏やかに新春を
お迎えのこととお慶び申し上げます。平素より
本会の運営に格別のご理解とご協力を賜り、
心より感謝申し上げます。
　本年度より総務部長を務めさせていただいて
おります、西福岡支部の倉光高志と申します。
　支部では研修を担当しておりましたが、初め
ての県会役員で総務部長という大役を仰せつか
り、身の引き締まる思いで会務に取り組んで
おります。
　私にとりまして土地家屋調査士という職業は、
長年にわたりとても身近な存在でした。実は、
父も五十五年間にわたりこの業に携わり、昨年
８月に惜しまれつつ退会いたしました。子ども
のころから、測量機器を手に現場へ向かう父の
姿を見て育ち、大変そうな仕事だなとぼんやり
感じていたことを思い出します。
　その父の退会手続きを、総務部長として自ら
担当することとなりました。長い年月をこの職
にささげてきた父の名前を、自分の手で見送る
作業は感慨深く、これまでの歩みに改めて敬意
と感謝の念を覚えました。ささやかなことでは
ありますが、土地家屋調査士として、そして一人
の息子として、その節目を見届けることができた
のは、私にとって何よりの親孝行であったよう
に思います。
　さて、総務部の日々の業務としましては、登録
関係や苦情相談、会則・規程等の改正など多岐
にわたります。
　社会環境が大きく変化する中、我々を取り巻く
業務も新たな局面を迎えております。測量機械
技術の進歩、登記制度の電子化、さらには業務の
DX 化など、土地家屋調査士の専門性と公共性が

これまで以上に問われる時代であります。こう
した中にあってこそ、私たちは誇りと責任をもって
業務に臨み、地域社会の信頼に応えていく必要
があります。
　約半年間、総務部長として会務を行った中で
感じたことは、会議の多さと県会事務局の負担
の大きさです。
　もちろん会議自体は議題が多く、終了時間を
超えて協議を行うことがほとんどの状態です。
事務局も少ない人数で多様な事務処理を行って
おります。
　ここに年間を通しての取り組むべき問題がある
と思います。
　会務運営のスリム化・効率化を進める為、２年
間で組織作りについて色々と検討していきたい
と考えております。
　結びに、本年が会員の皆様にとりまして健やか
で充実した一年となりますことを心よりお祈り
申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

FUKUOKA

新 年 の ご 挨 拶

総務部長　倉　光　高　志
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　新年あけましておめでとうございます。
　皆様すがすがしい新春をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
　昨年財務部長を拝命しました北九州支部の
松尾良隆と申します。
　今年も引き続きよろしくお願いいたします。
　さて、私ごとですが、本年は「午（うま）年の
年男」にあたります。
　なぜ干支では「午」という字を「うま」と呼ぶ
のか？今さらながら疑問に思ったので、今流行り
の ChatGPT に聞いてみました。
　すると、その理由の一つとして、
　十二支はもともと「時間・方位」を表す記号
であったが、覚えやすくするために後から動物
を当てはめた。その際、南の方角（午）＝太陽
が最も高く昇る＝「活動的」「元気」＝昼間に
活発に動く動物＝「馬」と結びつけられた、と
ありました。
　なるほど、昼の活力と馬の持つイメージは結び
つきますね。ただ、どちらかというと、あまり物事
を深く考えずに突き進み、持続力に欠ける私は、
さしずめ「B 型の馬」といったところでしょう。
　年男はその年の干支生まれとして毎年とは
異なる加護を受ける縁起の良い年と言われて
います。（この部分は ChatGPT からの拝借。）
　今年は村山会長が掲げておられる「会務運営
の簡素・効率化」を着実に推進し、財政基盤の
充実を図るたいへん重要な年です。
　願わくは年男としての勢いを味方につけ、この
一年を駆け抜けたいと思います。
　どうか、会員の皆様の格別のご協力をお願い
いたします。
　さて、ここで私の自己紹介をさせていただきます。
　私は昭和 29 年に旧八幡市（現北九州市八幡

西区）に生まれ、自宅から至近の小中高に通い、
大学で一時地元を離れましたが、卒業後、北九州
市役所に事務職として入職しました。
　そこで公務員としてのキャリアを終えたのち、
「人生二毛作」を実践すべく、八幡西区則松の
実家に事務所を構えました。
　場所は国道 3 号線則松交差点近く、「餃子の
王将則松店」の駐車場横です。福岡県北九州
県土整備事務所の近くと言ったほうが皆さんには
分かりやすいかもしれません。

　自宅は事務所から車で 10 分ほどの遠賀郡遠賀町
松の本です。
　事務所としている実家は平家で築 66 年になり
ます。ガラス戸の枠は木製で、鍵はネジ式です。
今の若い方はきっとおばあちゃんの家みたいだと
感じるでしょう。

FUKUOKA

年 男 雑 感

財務部長　松　尾　良　隆

ゴミ屋敷状態
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　最近では、マツケンサンバの作曲者である宮川
彬良さんと九州山口で演奏ツアーを行い、某企業
のＣＭ撮りでコロッケさんと共演しています。

　令和９年２月には世界的指揮者の佐渡裕さん
をお迎えして、アクロス福岡で定期演奏会を開催
する予定です。
　歳をとるに従い、一年が過ぎ去る時間が加速
度的に早くなっていると感じます。
　限られた時間を大切にしたいと思っています。

　この昭和民家、意外にもプロオーケストラの
事務局が置かれています。
　団体名は「北九州グランフィルハーモニー
管弦楽団」。
　歴史、実力では敵いませんが、「九州交響楽団」
に次いで九州で二番目に発足したプロオケと
して、若さとひたむきさを売りに頑張っています。
私は、理事・事務局長として運営にかかわって
います。

FUKUOKA

今時こんな鍵無いでしょ

「宮川彬良とグランフィルのスペシャルな
コンサート」のポスター

作戦会議室
議題はいつもオケの資金繰り

コロッケさんとハイチーズ！
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　会員の皆様あけましておめでとうございます。
　前期より引続き業務部長を務めさせていただ
いております、飯塚支部の坂本祐二と申します。
前期は、初の会務ということもあり要領を得な
い部分が多々あり、手探りの状態のなか、力足
らずではありますが、何とか１期２年を終える
ことができました。今期は、多くの役員が変更
し、村山会長新体制のもと、引続き業務部長を
拝命したものではありますが、２期連続とも
なると、「新人」という言い訳のしようもないため、
前期の経験を糧に、改めて会員の皆様が業務を
円滑に行えるよう努めてまいりたい所存です。
　さて、私自身が調査士業務を行う上での現在
の関心事について少しお話しさせていただき
ます。これは、所有者不明土地問題への対応に
ついてです。昨今の民法改正に伴い、この問題
については、多くの新制度の運用が開始されて
おり、業務部の事業としましても、国土交通省
九州地方整備局主導の元、『九州地区土地政策
推進連携協議会』という、所有者不明土地の解消
のための協議会に協力団体として参加しており
ます。協議会においては、所有者不明土地が公共
事業に及ぼす問題やその対処法について、国や
県、各市町村や近接士業と伴に情報交換等を
行っております。また、我々、土地家屋調査士
業務においては、隣接地の所有者の行方が分か
らないような場合においては、今まで筆界特定
制度の利用であったり、筆界確認情報の取扱い
の指針に基づき筆界関係登記を処理するなどして
おりましたが、所有者不明土地建物管理人制度
の運用により、新たな対処法の選択が可能と
なるものと大いに期待しております。会務の話
はさておき、日常における関心毎を少しお話し
させていただきます。私には、２人の息子と１人

の娘がおりますが、私がサッカー大好きなのが
影響したのかどうかはわかりませんが、息子２人
がサッカーを習っています。週末になれば、子供
のサッカーの試合を観戦する他、私自信もオー
バー 45 のカテゴリーではありますが、現役で
試合に出場するなど、サッカーのおかげで多く
のストレスが発散しているものと感謝しており
ます。また、家族みんなですが、プロの試合を
観戦するのも好きで、有料の海外サッカーのコン
テンツを視聴したり、日本代表の試合などは欠か
さず見ております。難しい年ごろの息子との会話
と言えば、サッカーの話題のみ心穏やかにはなし
ができることもあり、サッカーという共通言語
があってよかった、と心底思うこの頃です。
　最期になりますが、我々調査士は、業務処理
にあたり、対人関係の対応が非常に重要な要素
を持つものと考えます。また、会務を行う上でも、
会員の皆様の考えを理解した上で、伴に協力し
あえるような関係が築ければと思っております。
そのような考えが共通言語となれば、誰でも無理
なく会務運営を行うことができるものと考えます
ので、会員の皆様におかれましては引続きどうか
ご理解とご協力をお願いいたします。

FUKUOKA

新 年 の ご 挨 拶

業務部長　坂　本　祐　二
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　新年あけましておめでとうございます。
　平素は、会務運営、並びに広報活動に多大なる
ご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
　この度、福岡県土地家屋調査士会 理事及び広報
部長を拝命いたしました、白水（福岡中央支部）
でございます。
　私は昨年度まで支部長として、ぎりぎりの
ところではありますが、支部運営に努めてまいり
ました。この経験を礎としながら、これからは
県全体のことを想い福岡会の発展と、会員の皆様
の信頼獲得という大局的な視点をもって職務に
当たってまいります。
　県会役員としては一年生であり、右も左もわか
らない令和７年産の新米です。県会特有のしき
たりや古からの言い伝え、暗黙の了解に不慣れな
ため、もしかすると、あえて空気を読まずに会務
執行を行うこともあるかもしれません。これは
新人の視点と、会をより良くしたいという決意の
表れであることを、ご理解いただければ幸いです。
　広報部長として、会務運営や制度のあり方に
対して様々なご意見や批判的な声があることも
承知しております。広報活動は、こうした不満や
誤解を解消し、会への信頼へと繋げる役割を担
うと考えます。この役割を果たすべく、現在広
報部が実施している全ての事業をゼロベースで見
直し、その戦略を根底から問い直します。
　具体的には、九州産業大学での社会連携講座、
毎月開催される各種無料相談会、会報「ふくおか」
や Web 版会報の発刊、ホームページや SNS で
の情報発信など、広報部が担うあらゆる事業に
おいて、以下の観点から厳しく精査します。
１．目的と成果の厳格な再確認 : 既存事業が本質

的な目的に結びついているかを検証し、目的と
手段が入れ替わった事業は大胆に見直します。

２．費用対効果（ROI）の徹底追求 : 限られた会費
を最も効果的に活用するため、費用に対する
成果を精査し、効率的な広報戦略を再構築
します。

　ポスターやパンフレットの活用、各部との密な
連携も重視し、発信する情報が真に有益である
よう努めます。
　当会がさらなる飛躍を遂げるためには、経験
豊富な先輩方、そして会員の皆様一人ひとりの
ご協力が不可欠です。特に広報活動の刷新に
あたりましては、ゼロベースの見直しを行う上で、
皆様が現場で感じている「要望」や「発信すべき
情報」を把握することが最も重要となります。
急な舵取りは無理でも少しずつ会が前進できた
と会員が感じることができるよう、新人の視点を
活かしながらも職責を全うしていきますので、
皆様からの忌憚のないご意見や、積極的な情報
提供を何よりも重視いたします。ぜひ一層の
ご協力をお願いいたします。
　最後に、この度の役員就任により、今後二年間、
これまで以上に家庭に迷惑をかけてしまうこと
は避けられませんが、家族にはこれまでの経験
から私の仕事への思いを理解し、許してくれる
ものと信じております。この感謝と理解を力に
変え、職務に邁進することを誓います。
　結びに、本年が皆様にとりまして、さらなる
飛躍の年となりますよう心からお祈り申し上げ
ますとともに、今後とも温かいご指導、ご鞭撻
を賜りますようお願い申し上げ、新春のご挨拶
と広報部長ご拝命の抱負とさせていただきます。

FUKUOKA

新 年 の ご 挨 拶

広報部長　白　水　卓　治
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　今年度より研修部を担当しております、大牟田
支部の石矢と申します。
　昨年は、安価に入手できる GNSS 測量機の普及
により、多くの支部で測位衛星に関する研修を
行う機会をいただきました。今回、新年号への
寄稿を依頼いただきましたので、そのテーマに
少し関連したお話をしたいと思います。

　新しい年を迎えるとき、私たちは自然と「時間」
というものを意識します。初日の出を見上げ
ながら「今年はどんな一年になるだろう」と思う
――その瞬間、私たちは“新しい時間”の流れに
足を踏み入れています。けれども、この「時間」
という存在は、宇宙の中では決して一様ではない
ことをご存じでしょうか。
（昨年読んだ書籍の請け売りですが）

　アインシュタインの相対
性理論によれば、時間の
進み方は場所や速度に
よって異なります。速く
動くほど時間は遅れ、
重力の弱い場所ほど時間
は速く進むのです。これ
は教科書上の理論にとど

まらず、私たちの仕事を陰で支えている現実の
物理法則でもあります。

　たとえば、我々の測量や登記の現場で欠かせ
ない「GNSS測位」。その基盤を担う測位衛星には、
超精密な原子時計が搭載されています。

　特殊相対性理論を簡単に説明すると――
　天井の高い乗り物を想像してください。天井

からボールを落とすと、１秒で床に落ちるとし
ます。この乗り物の中にいる人には、「ボールが
１秒かけて落ちてきた」ように見えます。とこ
ろが、その乗り物が秒速４キロメートルで進んで
いて、それを外から見ている人にとっては、ボール
は１秒かけて４キロメートル先の床に落ちていく
ように見えます。つまり、動く乗り物の内部では
時間の流れが遅れて見えるのです。
　（測位衛星は実際に秒速約４キロメートルで
移動しています。）

　一方、一般相対性理論では、重力（引力）は
光を曲げることができるとされています。光の
速度は毎秒 30 万キロメートルで一定ですが、
重力によって空間が曲がると、光の進む距離にも
わずかな差が生じます。陸上競技のトラックを
思い浮かべてください。カーブの外側の方が
距離が長く、内側は短いですよね。重力の強い
場所（内側）では時間の進みが遅くなり、重力の
弱い場所（外側）では時間が速く進む、という
ことになります。
　測位衛星は地上から約２万キロメートル上空を
周回しており、地球の引力の影響が地上より弱い
ため、衛星の中では時間が地上よりも速く経過
しているのです。

　このように、特殊相対性理論による“遅れ”と
一般相対性理論による“進み”を合わせると、
衛星の時計は地上よりも１日あたり約 38 マイクロ
秒（百万分の１秒のさらに何十倍も細かい単位）
だけ進んでしまいます。もしこの差を補正しな
ければ、地上での測位結果は１日でおよそ 10 キロ
メートルもずれてしまうのです。
　私たちが今、数センチ単位、場合によっては

FUKUOKA

時間を測る者たち
― 測位衛星と相対性理論の新春考

研修部長　石　矢　　　眞
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　相対性理論が示すように、この世界に“絶対的
な時間や空間”は存在しません。けれども、その
中で人が築いてきた土地の境界や記録は、社会
の秩序を支える確かな基盤であることに変わり
はありません。
　変化の時代を迎える今こそ、私たちは「見え
ない理（ことわり）を理解し、見える形に整え、
後世に残す」大切な役割を担っているのだと思い
ます。
　本年もその誇りを胸に、共に歩んでまいりま
しょう。

ミリ単位で位置を定められるのは、この宇宙物理
的補正があってこそ成り立っています。

　土地家屋調査士は「地を測る」専門家ですが、
実はその足元を支えるのは「時を測る」技術でも
あります。昨年の研修会で多くの方が驚かれて
いたのは、GNSS 衛星から送られてくる信号が
“位置情報”そのものではなく、「時刻情報」だけ
であるという事実でした。
　各衛星から発せられるのは、正確な「時間
データ」にすぎません。その時刻差から距離を
計算して位置を求めているのです。したがって、
時間の精度こそが測位の精度を決める――私たち
の仕事は、まさに宇宙と地球の呼吸を合わせる
ような営みなのです。

FUKUOKA
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　この度、社会事業部長兼、ADR センター長を
務めさせていただくことになりました八女支部
の下川周一です。前期は研修部長でしたので、
２期目の常任理事となります。
　構成員は、福岡中央支部の佐藤誠副会長を
はじめ、南福岡支部の先崎滋理事、北九州支部の
村上光則理事、また前期部長、久留米支部の
和知雅彦委員の５名で運営しています。
　社会事業部では、社会貢献の構築・推進、
ADR センター、財産管理人制度への参画、福岡
専門職団体連絡協議会への支援など、私たち
土地家屋調査士の専門性を社会に生かす取り組み
を担っています。
　私たちが、平時から有事に備える資格者と
して、地域社会の安心の基盤づくりのため、微力
ながら全力で努めてまいります。
　また、ADR センターは、佐藤誠副会長をはじ
め、北九州支部の古財朋和副センター長、久留米
支部の丸山知英運営委員、東福岡支部の比嘉
邦子運営委員を中心に、対話と調整による円満
な紛争解決を推進し、法的手続きに至る前の段階
で、双方の理解と合意を導く支援を行っており
ます。社会の分断や対立が目立つ時代だから
こそ、公正かつ中立な立場から「話し合いの力」
を社会に根付かせることが、私たちの重要な使命
であると考えております。
　本年は、これまで培ってきた経験と信頼を礎
に、より柔軟で開かれた組織運営を目指します。
社会事業部と ADR センターがそれぞれの専門性
を活かしながらも、互いに連携し、人々の暮らし
に寄り添う包括的な支援体制を構築してまいり
ます。また、構成員一人ひとりが自らの業務を
通じて地域社会に貢献する誇りを持ち、常に学び
続ける姿勢を忘れずに歩んでまいります。

　結びに、皆さまのご健康とご多幸、そして本年
が希望に満ちた実りある一年となりますよう心より
お祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

FUKUOKA

社会事業部長・ADRセンター長
就任のご挨拶

社会事業部長　下　川　周　一



− 24− − 25−

　あけましておめでとうございます。今年度から
代表監事を拝命しました北九州支部の田﨑実と
申します。
　今年は午年、駄馬の先走りとならぬ様、慌てず
騒がず人間万事塞翁が馬でいこうと思っています。
　私事ではありますが昭和 60（1985）年 10 月
８日に土地家屋調査士登録し、昨年の令和７
（2025）年 10 月８日で土地家屋調査士として
40 年過ぎた訳ですが、その間、土地家屋調査士
として一生に一度巡り合うかどうかの珍しい経験
をした。その一つは以前会報に寄稿した「海と
陸地の境界線」である。「海と陸地の境界線は登記
実務上、潮の干満のある水面にあっては、春分、
秋分における満潮位を標準にして定める」とある。
場所は福岡市東区の和白干潟。時は平成 31 年
３月 22 日福岡県土整備事務所と立会。春分の日は
３月 21 日であるが、公務員は休みのため翌日の
満潮時に合わせて立会した。翌日でも満潮時の
痕跡は残ってるものです。和白干潟は砂浜の海岸
で一部は葦が存在する。砂浜には小さなゴミや
葦の茎など波型に蛇行して残っているし、葦の
所はナイロン袋、空き缶、大きなゴミなどが引っ
掛かって残っているので、およそ 700 メートル
の距離を県の職員とプラスチック杭を埋設しな
がら境界線を決めた。
　偶々、海岸線に沿って個人の方が土地を所有
していたので、経験できた事は貴重で、もうない
事でしょう。
　もう一つは、堤塘敷の無地番の土地表題登記
のこと。これは誰しも土地家屋調査士ならされ
ているので、珍しくもないですが、日本人の所有者
が外国に居住されてるＡ氏からの依頼。堤塘敷
の外、Ａ氏は隣地の４筆の土地を所有しており、
堤塘敷と４筆の土地を一団として宅地を形成して
いるので、堤塘敷をＡ氏が所有したい旨を受け
依頼されたものです。４筆のＡ氏の住所はアメ
リカ合衆国○○州○○市・・・・で、帰国当時
は東京に住所があり、住所の繋がりを得ようと
して戸籍の附票を取得したところ、国名のアメ
リカ合衆国のみの記載であった。繋がらないので、

Ａ氏に４筆の登記事項証明書を借りることで事を
得た。堤塘敷の官庁は福岡財務支局小倉出張所
で担当者とこれからの打合せをし、書類を提出
するにあたって申請者の住所、氏名は自然人の
自署であること、押印は不要である事を確認
した。押印廃止は 2020 年 11 月 13 日当時の河野
行政改革担当大臣が発表したもので行政改革かも
しれないが、このことで土地表題登記申請が大変
時間が掛かった。外国に居住する日本人には
特別な事由で押印を認めて欲しいと思ったもの
です。A 氏は日本に帰国後２ケ月ほどでフランス
国に行き居住された。土地表題登記には住所
証明書が必要で外国に居住されている方の住所
証明書は日本領事館が発給する在留証明書です。
　財務支局に提出する書類で押印不要である
から、一字一句間違えた時、どうするのか？人間
がする事だから間違いはある。完全な人間なんて
いやしない。押印があれば、欄外の訂正印に何字
抹消、何字挿入で事足りる。又、日本国内居住
だと訂正した書類に自署してもらえば時間的にも
早く済む。ならば外国では？ A 氏の居住する
フランス国と日本国との時差は８時間。日本の方
が早く、日本の午後５時がフランス国では午前
９時。郵便物も１番早い航空便でも行きのみで
１週間かかり、１字の訂正でも早くて往復２週間
掛かり、行政改革で謳っている市民サービスの
向上にはなっていない。
　11 ヶ月掛かり、やっと土地表題登記が完了
した。A 氏とは携帯電話で連絡していたが、
お互いにメールでのやり取りが出来、訂正した
書類をメールで送っても、返ってくるのはそれ
でも航空便で 1 週間後。押印があったなら、どれ
ほど早く完了していたかもしれない。
　この事件で押印及び捨印があることで、早く
事件が完了する事を身をもって経験した。関係
省庁にお願いする。外国に居住する日本人には
特別な事由で押印を認めて欲しい。

FUKUOKA

代表監事就任のご挨拶

代表監事　田　﨑　　　実
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　令和７年 10 月５日（日）、北九州支部は社会
貢献事業の一環として、北九州市が主催する
「市民いっせいまち美化の日」に合わせて実施
された「堀川いっせい清掃」に参加しました。
この清掃活動は、八幡西区折尾地区を流れる堀川
の流域約２km を対象に行われ、地元の高校生・
大学生をはじめ、各団体、企業、自治区会など
約 300 名がボランティアとして参加し、地域
一体となって環境美化に取り組みました。
　当会からは 22 名（会員 19 名、ご家族３名）
が参加し、うち５名は川底に降りてゴミ収集を
担当しました。一般ごみのほか、空き缶やペット
ボトル、さらには長年放置されていたと思われる
自転車も見つかり、川中班と川上班が協力して
引き上げる場面もありました。参加者は福岡県
土地家屋調査士会の法被を着用し、清掃活動と
ともに広報活動にも努めました。

　10 月初旬とはいえ残暑が厳しく、汗ばむ陽気
の中での作業となりましたが、地域の方々との
交流や連携を深める貴重な機会となりました。
今後もこうした活動を通じて、地域社会への貢献
を継続してまいります。

FUKUOKA

地域貢献活動
「市民いっせいまち美化の日」参加報告

北九州支部　半　田　ゆかり
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　ようやく秋らしい気温になってきた 10 月 26 日
（日）に第 38 回筑後川河川美化「ノーポイ」
運動が実施されました。
　「ノーポイ」運動とは、川へのゴミのポイ捨て
をやめてという願いを込めて筑後川堤防沿いの
清掃活動を行う昭和 61 年から続く久留米市主催
のイベントで、我が久留米支部も社会貢献事業の
一環として、福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士
協会と合同で毎年積極的に参加しております。
　休日にも拘わらず朝早くから会員の家族や、

家庭の事情で遅れて来られた会員の方も含め総勢
22 名での参加となり、割り当てられた約１ｋｍの
区間を各々ゴミ袋がいっぱいになるまで熱心に
活動されていました。

　なお余談ですが、この清掃の後若干揉めそうな
案件の個人境界立会があり、ある程度覚悟して
境界協議に臨みましたが拍子抜けするほどあっ
さり成立し、さっそく筑紫次郎から返礼を受け
ました事をあわせてご報告させて頂きます。

FUKUOKA

地域貢献活動　第38回筑後川河川美化
「ノーポイ」運動参加報告

久留米支部　串　田　達　治
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新入会員の紹介

FUKUOKA

　　

　 に い だ　 かずひこ

　

所属支部 北九州支部

入会年月日 令和6年12月10日

新居田　一彦

登録番号 福岡　第2453号

　 まえだ　 へいた

　

所属支部 朝倉支部

入会年月日 令和7年1月10日

前田　平太

登録番号 福岡　第2454号

いのくち ひろあき

所属支部 福岡中央支部

入会年月日 令和7年3月3日

登録番号 福岡　第2455号

井口　浩章
　 いくた　 けん

　

所属支部 久留米支部

入会年月日 令和7年3月10日

生田　研

登録番号 福岡　第2456号

なが た　 ひでき

所属支部 久留米支部

入会年月日 令和7年3月10日

永田　秀樹

登録番号 福岡　第2457号

　 あきやま　ひろき

　

所属支部 西福岡支部

入会年月日 令和7年3月10日

秋山　弘樹

登録番号 福岡　第2458号

抱負・自己アピールなど

　池田直之先生のようなすばらしい調査士に
なれるように日々努力してまいります。
　よろしくお願いいたします。

抱負・自己アピールなど

　あけましておめでとうございます！
　一歩ずつ確実に。現場で育つ前田です。
午年生まれの勢いで、全力疾走の一年に！
今後とも宜しくお願い致します。

抱負・自己アピールなど

　よろしくお願いします。
抱負・自己アピールなど

　調査士としてまだまだ至らないところば
かりではありますが、諸先輩方に学び、いい
仕事ができるように頑張ります。
　よろしくお願いします。

抱負・自己アピールなど

　誠実さと向上心を大切にしながら、一歩
ずつ成長し、信頼していただける調査士を
目指します。

抱負・自己アピールなど

　「非以無人而不芳」の一節をモットーに、
常に研鑚を意識し誠実公正に業務に向き合う
所存です。よろしくお願い致します。
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新入会員の紹介

FUKUOKA

　　

　 あごう　ひろき

　

所属支部 南福岡支部

入会年月日 令和7年3月21日

吾郷　公紀

登録番号 福岡　第2459号

　 おおしま まさひろ

　

所属支部 北九州支部

入会年月日 令和7年3月21日

大島　正浩

登録番号 福岡　第2460号

もりかわ　あつき

所属支部 福岡中央支部

入会年月日 令和7年3月21日

登録番号 福岡　第2461号

森川　敦貴
　 よしだ　 ゆうすけ

　

所属支部 南福岡支部

入会年月日 令和7年3月21日

吉田　悠佑

登録番号 福岡　第2462号

ながた　しょうや

所属支部 久留米支部

入会年月日 令和7年3月21日

永田　翔也

登録番号 福岡　第2463号

　 さかもと　だいき

　

所属支部 南福岡支部

入会年月日 令和7年4月1日

坂本　大樹

登録番号 福岡　第2464号

抱負・自己アピールなど

　まだ調査士として未熟ですが、諸先輩方の
知識や技術を習得し、成長に繋げていきたい
と考えております。ご指導ご鞭撻のほど、
どうぞよろしくお願いいたします。

抱負・自己アピールなど

　土木工事・工事のための調査・測量を長年
おこなっております。この度、念願の土地
家屋調査士会に入会いたしました。学ぶこと
は沢山あるとは思いますが、よろしくお願い
いたします。

抱負・自己アピールなど

　朝倉市出身、27歳の森川です。寿司が好き
なので、ぜひ美味しいお店を教えてください。
　今年は、挑戦をテーマに充実した一年に
したいです。

抱負・自己アピールなど

　南福岡支部の吉田です。諸先輩方のよう
に、一人前の土地家屋調査士を目指して日々
精進して参ります。どうぞよろしくお願い
いたします。

抱負・自己アピールなど

　補助者時代の経験を活かして、業務を堅実
に行い、日々研鑽を重ねて参りたいと思い
ます。宜しくお願い致します。

抱負・自己アピールなど

　現場主義を大切にし、現場での調査・測量
を通じて、調査士としての確かな判断力と
技術力を磨いていきたいと考えています。
　よろしくお願いいたします。
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新入会員の紹介

FUKUOKA

　　

　 えごう　たかし

　

所属支部 飯塚支部

入会年月日 令和7年4月1日

江郷　賢志

登録番号 福岡　第2465号

　 しば た　しょうたろう

　

所属支部 南福岡支部

入会年月日 令和7年4月1日

柴田　章太郎

登録番号 福岡　第2466号

やまぐち　こうへい

所属支部 南福岡支部

入会年月日 令和7年4月1日

登録番号 福岡　第2467号

山口　洸平
　 あ べ　 ひろみ

　

所属支部 筑紫支部

入会年月日 令和7年4月1日

阿部　大美

登録番号 福岡　第2468号

うえむら　かずひろ

所属支部 福岡中央支部

入会年月日 令和7年4月10日

上村　和広

登録番号 福岡　第2469号

　 たまき 　てつろう

　

所属支部 南福岡支部

入会年月日 令和7年4月21日

玉木　哲郎

登録番号 福岡　第2470号

抱負・自己アピールなど

　至らない点もあると思いますが、日々研鑽
を積み精進してまいります。どうぞ宜しく
お願いいたします。

抱負・自己アピールなど

　土地家屋調査士として品位を保持し公正
かつ誠実に業務を行い、日々研鑽に努める
所存です。よろしくお願いいたします。

抱負・自己アピールなど

　江藤舟木事務所で３年間補助者をし、この
度登録いたしました。研鑽も親睦も励み、頼ら
れる調査士を目指します。

抱負・自己アピールなど

　エネルギッシュな行動力と笑顔で、信頼
される土地家屋調査士を目指します。

抱負・自己アピールなど

　前職の不動産会社での用地仕入や売買仲介
の経験を活かし、土地家屋調査士の社会的
地位及び認知度向上への助力となれるよう
努めてまいります。

抱負・自己アピールなど

　諸先輩方に少しでも早く追いつけるよう
業務に邁進していく所存です。ご指導ご鞭撻
の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
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新入会員の紹介

FUKUOKA

　　

　 えとう　 あきと

　

所属支部 福岡中央支部

入会年月日 令和7年5月1日

江藤　昭人

登録番号 福岡　第2471号

　 つちやま あつし

　

所属支部 東福岡支部

入会年月日 令和7年5月1日

登録番号 福岡　第2472号

ふるえ　 ゆうた

所属支部 西福岡支部

入会年月日 令和7年6月10日

登録番号 福岡　第2473号

古江　雄太
　 お の　 そうた

　

所属支部 北九州支部

入会年月日 令和7年7月1日

小野　颯太

登録番号 福岡　第2474号

土山　淳司

抱負・自己アピールなど

　土地家屋調査士として、誠実な業務を心が
け、微力ながら地域の発展に貢献して参り
たいと思います。どうぞよろしくお願いいた
します。

抱負・自己アピールなど

　令和７年６月に入会いたしました古江と申し
ます。土地家屋調査士としての使命を忘れ
ず、日々業務にあたってまいります。ご指導、
御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

抱負・自己アピールなど

　先輩方のご指導を糧に資質の向上を図り、
正確で信頼される土地家屋調査士として地域
社会に貢献できるよう努めていきます。
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FUKUOKA
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FUKUOKA

会員専用サイトへのログイン方法

①

②

③

図２ ログイン認証画面

図3 会員サイトTOPページ

図1 県会サイトTOPページ

＜福岡県土地家屋調査士会ホームページ＞

１. 　県会サイトトップページの左図の赤丸部分の①～

　　　③のいずれかをクリックします。

４. 　スマホで閲覧する場合は、PC（パソコン）表示に切り替えて下さい。

（毎月メールされている県会ニュースと
　一緒に、パスワードは添付されて
　います。）

２. 　図２のログイン認証画面が表示されますので

　　　ユーザー名とパスワードを入力しログインボタン

　　　をクリックします。

３. 　認証成功後に図3の会員サイトTOPページが表示

　　　されます。

図３　会員サイトTOPぺ－ジ

　　　　●キーワードから探す。

　　　　●カテゴリから探す。

　　　　　　・会員向け更新情報

　　　　　　・県会からの発信文書

　　　　　　・スケジュール

　　　　　　・各種ダウンロード

　　　　　　・研修動画

　　　　　　・資料センター

　　　　　　・境界問題解決センターふくおか
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FUKUOKA
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令和６年度
11月	 6日		  第7回総務部会
	 13日		  第7回常任理事会
			   新入会員へ登録証の授与
			   事務局職員人事考課
	 15日		  第22回葉月の会
	 16日		  第22回葉月の会
	 19日		  令和6年度九州防衛施設地方審議会
	 25日		  中小企業診断士協会シンポジウム・懇親会

12月	 1日		  第5回理事会（持出し）
	 6日		  補助者研修会
	 10日		  第8回総務部会・第4回財務部会合同会議
	 11日		  第2回ADR運営委員会
	 16日		  第8回常任理事会
			   新入会員へ登録授与

1月	 9日		  令和7年新年祝賀会
			   （福岡県中小企業診断士協会）
	 10日		  福岡法務局へ新年挨拶
			   令和6年度第1回正・副会長会議
			   新春の集い
			   （日本公認会計士協会北部九州会）　
	 15日		  第2回全国会長会議及び令和7年	
			   新年賀詞交換会
	 16日		  第2回全国会長会議
	 22日		  職員採用試験
			   新入会員へ登録授与
			   第2回中央地区支部長会議
	 24日		  令和6年度新入会員集合研修会　挨拶
			   賀詞交歓会（福岡県社会保険労務士会）
	 31日		  令和７年新春賀詞交歓会
			   （福岡県行政書士会）
			   令和6年度第1回専団連会長会

2月	 5日		  第10回総務部会・第5回財務部会合同会議
			   令和6年度四団体意見交換会
	 7日		  令和6年度社会連携講座意見交換会
	 12日		  第9回常任理事会
			   令和6年度顧問等会議

	 13日		  令和6年度第6回九州ブロック協議会	
			   会長会議
	 14日		  令和6年度第6回九州ブロック協議会	
			   会長会議
	 20日		  ほっかいどう地図・境界シンポジウム2025
	 25日		  第6回理事会
	 27日		  令和6年度土地家屋調査士試験合格	
			   証書伝達式及び入会説明会
			   入会説明会後の入会希望者事前面接

3月	 1日		  吉冨勝政氏黄綬褒章受章記念祝賀会
	 3日		  西南学院大学講義聴講
	 4日		  第11回総務部会・第6回財務部会合同会議
	 5日		  第2回支部長会議
	 7日		  第8回業務部会
	 10日		  新入会員へ登録授与
	 12日		  令和6年度第2回全国ブロック協議会	
			   会長会同
	 13日		  令和6年度第2回全国ブロック協議会	
			   会長会同
	 14日		  第10回常任理事会
			   事務局職員人事考課
	 17日		  第1回選挙管理委員会
			   新入会員へ登録授与
	 22日		  菅原唯夫氏旭日小綬章受章記念祝賀会
	 27日		  年計表集計の問題点に関するとりまとめ
			   福岡法務局へ挨拶
			   新入会員へ登録授与

令和７年度
4月	 8日		  令和7年度第1回総務部会
			   予算調整会議
			   職員採用試験
			   新入会員へ登録授与
	 10日		  令和7年度第1回常任理事会
	 11日		  谷相恒行氏黄綬褒章受章を祝う会
	 15日		  令和6年度期末監査
			   新入会員へ登録授与
	 17日		  令和6年度期末監査　九州ブロック協議会
	 18日		  令和7年度第1回理事会
	 21日		  総会議案書チェック

FUKUOKA

会長会務日誌
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	 19日		  第69回定時総会（九州北部税理士会）
	 27日		  第68回定時総会（中国ブロック協議会）

7月	 1日		  第2回総務部会・第1回財務部会合同会議
			   九州防衛局挨拶
	 4日		  令和7年度定時総会（四国ブロック協議会）
	 7日		  令和7年度第1回ADR運営委員会
	 9日		  南部地区支部長会定期総会
	 11日		  第2回専団連会長会
	 15日		  職員採用試験
			   第3回常任理事会
	 16日		  第62回定時業務報告会（公益社団	
			   法人日本測量協会九州支部）
	 18日		  令和7年度第3回九州ブロック協議会	
			   会長会議
	 19日		  令和7年度第3回九州ブロック協議会	
			   会長会議
	 28日		  令和7年度第1回全体研修会講義収録
	 31日		  設立20周年記念行事（日本弁理士会九州会）
			 
8月	 4日		  第3回総務部会・第2回財務部会合同会議
			   第1回全体研修会の会長挨拶撮影
	 8日		  令和7年度第1回綱紀委員会
	 18日		  第4回常任理事会
	 25日		  第3回理事会
	 28日		  令和7年度事務連絡協議会
			 

9月	 3日		  所有者不明土地対策協議会
	 9日		  第4回総務部会・第3回財務部会合同会議
	 11日		  令和7年度第1回制度対策委員会
	 12日		  第41回定時社員総会（福岡県公共	
			   嘱託登記土地家屋調査士協会）
	 16日		  第1回筆界調査委員推薦委員会
			   第5回常任理事会
	 17日		  令和7年度第1回全国ブロック協議会	
			   会長会同
	 18日		  令和7年度第1回全国ブロック協議会	
			   会長会同
	 22日		  第2回制度対策委員会
			   濱地衆議院議員との勉強会
	 30日		  令和7年度第1回支部長会議

	 23日		  職員採用試験
			   総会議案書　校了
	 25日		  久留米支部 総会
	 28日		  新入会員へ登録授与

5月	 1日		  福岡法務局へ挨拶
	 2日		  令和7年度第1回注意勧告理事会
	 9日		  新入会員へ登録授与
			   行橋支部 総会
	 10日		  飯塚支部 総会
	 13日		  会員に対する会長指導
	 15日		  福岡中央支部 総会
	 16日		  北九州支部 総会
	 17日		  東福岡支部 総会
	 20日		  福岡法務局へ挨拶
			   第2回常任理事会
			   総会打合せ（議長・副議長・司会）
	 21日		  令和7年度定時総会懇親会
			   （全日本不動産協会 福岡県本部） 
	 27日		  令和7年度第1回正・副会長会議
	 28日		  第2回理事会
	 29日		  令和7年度定時総会懇親会
			   （公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会）
	 30日		  令和7年度定時総会懇親会
			   （福岡県行政書士会）
	 31日		  第76回定時総会懇親会
			   （福岡県司法書士会）

6月	 7日		  第2回九州ブロック協議会長会議
			   令和7年度九州ブロック協議会定時総会
	 8日		  令和7年度九州ブロック協議会定時総会
	 10日		  第14回定時総会懇親会（一般社団	
			   法人 福岡県中小企業診断士協会）
	 11日		  令和7年度第1回ADR小運営委員会
			   令和7年度第1回研修部会
			   令和7年度第1回社会事業部会
	 13日		  令和7年度第1回業務部会
			   職員採用試験
	 17日		  第82回定時総会
			   （日本土地家屋調査士会連合会）
	 18日		  第82回定時総会
			   （日本土地家屋調査士会連合会）
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　初めて県会理事を務めさせていただき右も左も分からない自分でしたが会報「ふくおか」の
編集に携わらせていただきました。池田副会長、白水広報部長、永坂理事、事務局田部職員の
協力もあり何とか完成し皆様のお手元に届きほっとしています。（担当 長野）
　寄稿にご協力いただきました常任理事の皆様、及び会員の皆様にはここで心より感謝の意を
表します。令和８年が皆様にとって良い年となりますよう祈念しております。

広報部一同

編集後記

深く感謝申し上げます。
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